
請求書・領収書等

スキャナ保存
（電帳法第４条第３項）

電子取引に係るデータ保存
（電帳法第10条）

書面

電子データ

発行者
（取引相手）

受領者
（保存義務者）

請求書等
スキャン

電子請求書等

タイムスタンプ

タイムスタンプ

税務署長の承認が必要

税務署長の承認は不要

帳簿・決算関係書類
電子帳簿等保存

（電帳法第４条第１項・第２項）

請求書等

帳簿をPCで作成。
電磁的記録が原本。

EDI取引等、
電磁的記録が原本。

原本の書面は廃棄可能。
代わってｽｷｬﾝ画像を保存。

税務署長の承認が必要

自己が作成する書類

○ 電子帳簿保存法は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録等による保存
を可能とする制度。改ざんなど課税上問題となる行為を防止する観点からの要件が設けられており、このため、より事後検証
可能性の高い、信頼性の高いものとなっている。

〇 電子帳簿等保存とスキャナ保存については、各税法に定める帳簿等保存義務の特例として一定の要件の下で承認に基づき
データによる保存を認めるものである一方、電子取引に係るデータについては電帳法において保存義務を創設。

〇 なお、電子帳簿等保存とスキャナ保存については、承認制によりその適用に係る予見可能性や法的安定性を確保。

電子帳簿保存法における国税関係帳簿書類の保存の類型
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取引の相手方から受領する書類

16




